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【 庁 議 記 録 】 

 

１ 日 時  令和２年４月 14日（火）午前９時 00分～午前９時 10分 

２ 場 所  市長公室 

３ 出席者  市長         副市長      教育長      参与（兼）子ども家庭部長 

  企画財政部長  総務部長     市民生活部長 福祉保健部長  

環境部長   都市建設部長  議会事務局長  教育部長 

幹 事  政策室長 

４ 欠席者   

５ 会議結果  

 

市 長   これより庁議を開催します。審議事項はありませんので、報告事項１「令

和元年東日本台風（第 19 号）による市内被災者支援のための義援金額につ

いて」を報告してください。 

部 長   令和元年 11 月 22 日から市独自で募集していました令和元年東日本台風

（第 19号）による市内被災者支援のための義援金ですが、３月 31日に募集

を締め切り、義援金を集計しましたので、御報告いたします。合計額は、154

万 7,680円です。内訳は、資料のとおりとなります。 

東京都も義援金を募集しており、狛江市への最終配分を今月末に予定して

おります。 

それらを合わせて、市内被災者へ配分するため、今後、義援金配分委員会

を設置し、７月を目途に配分できるよう事務処理を進める予定です。 

市 長   義援金配分委員会はいつ設置予定ですか。 

部 長   ５月初めを予定しています。 

市 長   よろしくお願いします。報告を了承とします。 

その他お知らせはありますか。 

部 長   Ｒ１多摩川左岸元和泉三丁目外災害復旧工事についてです。 

施主である国から工事施工の情報があったため報告いたします。 

令和元年東日本台風の影響によって、多摩水道橋左岸の上流側約 20ｍの

位置から上流側へ総延長 360ｍが侵食されてしまったため、国が、壊れた箇

所にコンクリートブロック等を張る工事を行うものです。施工手順といたし

ましては、多摩水道橋左岸下流から進入し、堤防内を掘削します。掘削完了

後、基礎ブロック及び法面コンクリートブロックを設置します。根固めにか

ごマットを設置し、埋め戻しを行った上に芝を張ると伺っております。 
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工事業者との契約期間は令和２年３月 18日から７月 31日までで、実際に

工事を行うのは４月中旬からと伺っております。 

近隣住民に対しては、チラシ等による周知を行うと説明を受けております。 

市 長   国に対し、早めに進めていただきたいという要請を行いました。その他何

かありますか。 

部 長   東京外かく環状道路本線トンネル工事のお知らせ及び野川における漏気

についてです。 

      令和２年４月 10 日に東京外かく環状道路事業者から沿線住民にシールド

マシンの掘進予定等について、周知チラシが配布されましたので御報告いた

します。先行するシールドマシンは４月下旬には狛江を抜ける予定です。後

発のシールドマシンは４月下旬頃に狛江に到達する予定です。 

      また、令和２年３月７日以降に谷戸橋付近の野川の水面数箇所で気泡が発

生したことに伴う各種検査結果が４月 10 日に外環国道のホームページで公

表されました。 

内容としては酸素濃度や水質検査、地下水の水位調査でございます。水面

直上及び 1.5ｍの高さでの酸素濃度は大気と同程度、水質検査も基準値を満

足しております。また、地下水の水位変動も周辺環境に影響を及ぼすような

ものではありませんでした。 

市 長   その他何かありますか。 

部 長   クールビズの実施についてです。 

今年度のクールビズの実施期間は、例年どおり５月１日から 10月 31日ま

でとします。 

期間中は、職員共済会で販売しているポロシャツの着用を認めますので、

よろしくお願いいたします。 

市民をはじめとした来庁者に不快感や違和感を与えることのないよう、公

務にふさわしい清涼感、清潔感のある服装を心掛けるようお願いいたします。 

なお、「広報こまえ」での周知は５月１日号で行い、ポロシャツにつきま

しては、４月下旬より昨年同様のデザインにて販売する予定です。 

副市長   環境省はクールビズを実施しないと発表していますが、狛江市では独自で

実施するのですか。 

部 長   環境省は時期を区切らず実施すると発表していますが、狛江市では時期を

区切って実施します。 

市 長   議会の対応も同様ですか。 

部 長   未定です。 

市 長   その他何かありますか。 

部 長   新型コロナウイルス感染症対策についてです。 
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昨日、検温実施のお願いをさせていただきました。朝夕に検温し、万が一

熱が高い職員がいる場合は職員課長又は労働安全衛生担当の両方に報告し

てください。罹患した場合の復職については、この後の新型コロナウイルス

感染症対策本部会議で方向性を議論したいと思います。 

      庁舎内の消毒については、共用部分は清掃委託業者が行い、カウンターは

職員で行います。電話機やコピー機等の不特定多数が触れるものについても、

適宜消毒を実施していただくようよろしくお願いします。 

市 長   共用部分についてはこまめな消毒をお願いします。 

他にないようなので、以上で本日の庁議を終了します。次回の庁議は、４

月 21日午前９時から開催します。 


